
　参考資料

⑤データ収録

委託者　　甲  (代表保険者) 代表契約の委任 　　　　　委託元保険者　※ホームページ参照
契約代表者　全国健康保険協会 　　　　　○健康保険組合　 　

契約代理人　全国健康保険協会神奈川支部 　　　　　○全国健康保険協会　　
又は 　　　　　○共済組合連盟　　神奈川県内共済組合

契約代表者　健康保険組合連合会 　　　　　○日本私立学校振興・共済事業団　
契約代理人　健康保険組合連合会神奈川連合会 　　　　　○地方職員共済組合等　 
※代表保険者は２年ごとの交代にて実施しております。 　　　　　　　(地方職員共済組合神奈川県支部)

　　　　　　　(公立学校共済組合神奈川支部)
　　　　　　　(警察共済組合神奈川県支部)
　　　　　　　(神奈川県市町村職員共済組合)
　　　　　○全国国民健康保険組合協会

受託者　　乙　(代表実施機関)
公益財団法人神奈川県予防医学協会
（取り纏めにかかる事務は神奈川県保険者協議会で
ある神奈川県国民健康保険団体連合会） 　　｢特定保健指導利用券」発行

　　「セット券」発行
　　　   ⑥エラー返戻 　　　　　④保険者へ報告

代表契約の委任 　　　　    保険者分支払　　　　   　及び費用請求
　※「特定保健指導委託契約委任状」並びに 　　　　　　

  「特定保健指導委託契約内訳書」を提出します。 　
　　　　　　①利用券及びセット券・健康保険証提示

特定保健指導集合契約B　委任状提出実施機関
　 ※ホームページ参照 ③省令で定める事務(変更)

○病院・診療所 　 社会保険診療報酬支払基金
○歯科診療所 ⑦エラー返戻・支払 　神奈川支部
○健診センター

　神奈川県国民健康保険団体
連合会(国民健康保険組合のみ)

※契約に関する情報は、「神奈川県保険者協議会ホームページ」に掲載されていますのでご覧ください。 費用決済代行機関

 

特定保健指導集合契約Bの流れ　(神奈川県版)

　  契　　約　

特定保健指導
の 対 象 者

②特定保健指導の実施


